
各書類の「職員区分コード」「組合員証記号・番号」欄について 

 
〇 「組合員資格取得届書」等の「氏名コード」欄及び「職員区分コード」欄は、個人を識

別するために必要な番号となりますので、必ず記載してください。 
なお、「職員区分コード」は、組合員証の「記号」のことを言います。職員区分によっ

て番号が違いますので、下表のとおり記載してください。 
〇 各種申請書の「記号」欄及び「番号」欄に記載がない場合は、個人を識別するのに時

間を要するため、審査に時間がかかります。必ず記載をしてください。 
特に、「給付金振込口座申請書」の「記号」欄及び「番号」欄に記載がない場合、速や

かな口座登録ができません。口座登録が完了しなければ給付金を支払うことができない

ため、必ず記載してください。 
 
１ 組合員証の記号について 

組合員証の記号は、下表のとおり所属所等により異なります。 

  職員区分コード（組合員証の「記号」） 

所属所 常勤職員 再任用職員 
臨時的任用職

員 

会計年度任用職員 

非常勤嘱託員 

市長部局 

１０１ ２０１ 

３０１ ４０１ 

教育委員会 ３０７ ４０７ 

交通局 １０２ ２０２ ３０２ ４０２ 

上下水道局 １０３ ２０３ ３０３ ４０３ 

消防局 １０４ ２０４ ３０４ ４０４ 

市立病院 １０５ ２０５ ３０５ ４０５ 

産技研 １０６ ２０６ ３０６ ４０６ 

澱側右岸 

水防事務組合 
－ － － ４０８ 

 

２ 組合員証の番号について 

組合員証の番号は、氏名コードとなります。 

組合員証の「番号」 

氏名コード 

  


